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大まかな内容

１．文化振興等に対する地方交付税による財政措置

・普通交付税による措置

・特別交付税による措置と活用の実例

２．地域において文化と観光・発信を両輪で取り組む事例

（愛媛県をテーマに）

・【事例①】愛媛県による自転車文化の発信

・【事例②】愛媛県大洲市によるキャッスルステイ、古民家ホテル

３．その他（個人的な見解）
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○ 基準財政需要額 ： 当該団体の標準的な財政需要として、
     各行政項目ごとに下記の算式により計算した額の合算額

単位費用 × 測定単位 × 補正係数

○ 基準財政収入額 ： 当該団体の標準的な財政収入として、
各税目ごとに下記の算式により計算した額の合算額

標準的な地方税収入見込額 × 75％（譲与税については100％）

○ 算定例 ：

普通交付税 は、基準財政需要額 が 基準財政収入額 を超える団体に対して交付

基準財政需要額 １００億円

４０億円 基準財政収入額
６０億円

２０億円

１２０億円

普 通
交付税

標準的な地方税収入見込額
８０億円

留 保 財 源

普通交付税の算定方法
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項 目 測 定 単 位 単位費用（円）

一 警 察 費 警 察 職 員 数 8,687,000

二

土

木

費

１ 道路橋りょう費
道 路 の 面 積 137,000
道 路 の 延 長 1,893,000

２ 河川費 河 川 の 延 長 192,000

３ 港湾費

港
湾

係 留 施 設 の 延 長 29,500
外 郭 施 設 の 延 長 5,200

漁
港

係 留 施 設 の 延 長 10,200
外 郭 施 設 の 延 長 4,620

４ その他の土木費 人 口 1,280

三

教

育

費

１ 小学校費 教 職 員 数 5,988,000
２ 中学校費 教 職 員 数 5,909,000

３ 高等学校費
教 職 員 数 6,736,000
生 徒 数 62,100

４ 特別支援学校費
教 職 員 数 5,583,000
学 級 数 2,188,000

５ その他の教育費

人 口 2,180
高 等 専 門 学 校 及 び 大 学 の 学 生 の 数 214,000
私 立 の 学 校 の 幼 児 、 児 童 及 び 生 徒 の 数 312,740

四

厚
生
労
働
費

１ 生活保護費 町 村 部 人 口 9,450
２ 社会福祉費 人 口 7,510
３ 衛生費 人 口 14,900
４ こども子育て費 1 8 歳 以 下 人 口 98,600

５ 高齢者保健福祉費
6 5 歳 以 上 人 口 58,200
7 5 歳 以 上 人 口 98,300

６ 労働費 人 口 450
五

産
業経

済
費

１ 農業行政費 農 家 数 117,000

２ 林野行政費
公 有 以 外 の 林 野 の 面 積 5,310
公 有 林 野 の 面 積 15,500

３ 水産行政費 水 産 業 者 数 365,000
４ 商工行政費 人 口 2,050

六総
務
費

１ 徴税費 世 帯 数 5,710
２ 恩給費 恩 給 受 給 権 者 数 829,000
３ 地域振興費 人 口 553

七 地域の元気創造事業費 人 口 950
八 人口減少等特別対策事業費 人 口 1,700
九 地域社会再生事業費 人 口 1,950
十 地域デジタル社会推進費 人 口 520

包括算定経費
人 口 9,740
面 積 1,062,000

【道府県分】 【市町村分】

普通交付税の算定項目と測定単位（令和６年度）

項 目 測 定 単 位 単位費用（円）

一 消 防 費 人 口 11,800

二

土

木

費

１ 道路橋りょう費
道 路 の 面 積 71,900
道 路 の 延 長 188,000

２ 港湾費

港
湾

係 留 施 設 の 延 長 28,300
外 郭 施 設 の 延 長 5,200

漁
港

係 留 施 設 の 延 長 10,000
外 郭 施 設 の 延 長 3,260

３ 都市計画費 都 市 計 画 区 域 に お け る 人 口 981

４ 公園費
人 口 538
都 市 公 園 の 面 積 37,600

５ 下水道費 人 口 105
６ その他の土木費 人 口 1,420

三

教

育

費

１ 小学校費

児 童 数 51,300
学 級 数 818,000
学 校 数 12,708,000

２ 中学校費

生 徒 数 47,400
学 級 数 1,025,000
学 校 数 11,029,000

３ 高等学校費
教 職 員 数 6,554,000
生 徒 数 78,500

４ その他の教育費 人 口 4,420

四

厚

生

費

１ 生活保護費 市 部 人 口 9,430
２ 社会福祉費 人 口 8,050
３ 保健衛生費 人 口 7,180
４ こども子育て費 1 8 歳 以 下 人 口 159,000

５ 高齢者保健福祉費
6 5 歳 以 上 人 口 72,100
7 5 歳 以 上 人 口 84,900

６ 清掃費 人 口 5,160
五
産
業

経
済
費

１ 農業行政費 農 家 数 92,000
２ 林野水産行政費 林業及び水産業の従業者数 525,000
３ 商工行政費 人 口 1,360

六

総

務

費

１ 徴税費 世 帯 数 4,120

２ 戸籍住民基本台帳費
戸 籍 数 1,120
世 帯 数 2,090

３ 地域振興費
人 口 1,740
面 積 1,024,000

七 地域の元気創造事業費 人 口 2,530
八 人口減少等特別対策事業費 人 口 3,400
九 地域社会再生事業費 人 口 1,950
十 地域デジタル社会推進費 人 口 760

包括算定経費
人 口 19,400
面 積 2,200,000 4

※赤枠は文化振興関係

（細目）５社会教育費 －
（細節）（１）社会教育・文化財保護費
318,752千円（標準団体ベース）の一部
→単位費用ベース：１８８円

１企画費
（７）地域文化・スポーツ振興、交流対策費
263百万円（標準団体ベース）の一部
→単位費用ベース：１５５円

（細目）２社会教育費 －
（細節）（１）社会教育費
94,706千円（標準団体ベース）の一部
→単位費用ベース：９４７円

地域文化財・歴史的遺産活用による地域おこし
5,650千円（標準団体ベース）
→単位費用ベース：５７円

１企画費
（４）地域文化・スポーツ振興、交流対策費
64百万円（標準団体ベース）の一部
→単位費用ベース：６４０円



消 防 費 ＝ 人口１人当単価 × 人口 × 補正係数

【消防費（市町村分）の例】

常備消防＋非常備消防（消防団） 国勢調査人口

各項目における単価（単位費用）に人口等（測定単位）を乗じることを基本。

（単位費用） （測定単位）

人口規模や人口密度
によるコスト差

各項目における基準財政需要額の算定
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【標準団体とは】

単位費用を算出するために、標準的な地方団体（標準団体）又は標準的な施設（標準施設）を設定する。具体的

には、人口、面積、行政規模が道府県や市町村のなかで平均的なもので、自然的条件、地理的条件などが特異

ではないもの（積雪地帯や離島ではなく、また都市化も平均的なもの）を想定する。
（例）

都　道　府　県 市　 町　 村

人 口 １，７００，０００　　人 １００，０００　 　人

面 積 ６，５００　　㎢ ２１０　　 ㎢

世 帯 数 ７５０，０００ 世帯 ４４，０００　世帯

道 路 の 延 長 ３，９００　　㎞ ５００　　 ㎞

さらに、標準的な経費を算定するための標準団体について、費目ごとにより細かく、行政規模を設定している。



標準団体の行政規模

標準団体経費

歳 出（給与費、旅費等） ５１，１３２百万円 （Ａ）

歳 入（国庫支出金） １３，０２２百万円 （Ｂ）

差 引（一般財源所要額）

３８，１１０百万円（Ａ）－（Ｂ）

＝

標準団体一般財源所要額

標 準 団 体 教 職 員 数

３８，１１０百万円

６，３６４人
単 位 費 用 ＝ ＝ ５，９８８，０００円

例：小学校費（道府県分）の単位費用の積算方法

（令和６年度）

※ 標準団体行政規模6,447人から充て指導主事、
休職及び産休教職員83人を控除したもの

教

職

員

数

校 長
教 頭

一 般 教 員
事務職員等

計

３６０ 人
３７２ 人

５，１４１人
４９１人

学校数
（うち本校360校）

３６４ 校

６，３６４ 人※

項 目 令和６年度

県の人口：170万人を標準団体
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「その他教育費」
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細目 細節 行政事務内容

１．社会教育費 教育委員会費

２．総務調査費 総務調査費

３．学校管理費 学校管理費

４．学校教育費 学校教育指導・研究費

５．社会教育費 (1)社会教育費・文化財保護費

(2)社会教育施設費

(1)～(6) 略
(7)文化財管理費等の補助、重要文化財の指定
等に関する事務

６．保健体育費 保健体育費（社会体育施設を含む）

７．教育研修センター費 教育研修センター費

区分 積算内容

給与費 職員給与費（派遣社会教育主事（スポーツ担当を含む）38人

報酬 社会教育委員会委員、文化財保護審議会委員等 委員18人

報償費 講師謝金

需用費等 文化財保護関係補助金等文化財の維持管理費、旅費、備品購入費等

(1)社会教育費・文化財保護費の積算：標準団体当たり319百万円（県分）



算定方法の抜本的な簡素化を図り、交付税の予見可能性を高める観点から、「包括算定経費（新型）」とし

て、人口と面積を基本とした簡素な算定方法を導入。

① 「国の基準づけがない、あるいは弱い行政分野」（基準財政需要額の１割程度） の算定について導入

② 人口規模や宅地、田畑等土地の利用形態による行政コスト差を反映

③ 算定項目の統合により「個別算定経費（従来型）」の項目数を３割削減

④ 離島、過疎など真に配慮が必要な地方公共団体に対応する仕組みを確保（「地域振興費」の創設）

H18 H19

95(都道府県 42、市町村 53) → 68(都道府県 32、市町村 36)

令和６年度算定額

基準財政需要額（公債費除き）４６．０兆円の 約１割

区 分 道府県分 市町村分 合 計

包括算定経費
（新型） １３，１９７ ２５，４８２ ３８，６７９

（単位：億円）

※ 基本方針２００６（平成１８年７月７月閣議決定：抜粋）

地方団体の財政運営に支障が生じないよう必要な措置を講じつつ、簡素な新しい基準による

交付税の算定を行うなど見直しを図る。
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１ 企画費

(1)企画調整費

(2)国際化推進対策費

(3)自治振興費

(4)市町村合併費

(5)情報管理等費

(6)科学技術振興費

(7)地域文化・スポーツ振興、
交流対策費

(8)環境保全対策費

(9)交通安全推進費

(10)土地対策費

(11)男女共同参画推進費

(12)共生社会推進費

(13)少子化対策費

２ 総務費

(1)総務費

(2)人事管理費

(3)財産管理等費

(4)財産管理費

(5)総合事務所費

(6)市町村連絡調整費

(7)消防防災費

(8)統計費

(9)その他経費

３ 各種委員（会）等費

(1)選挙管理員会等費

(2)人事委員会費

(3)監査委員日

４ 議会費

５ 建設事業費

(1)特別支援学校校舎等の改
修事業費

(2)河川・砂防施設改良費

(3)農業振興費

(4)森林整備保全費

(5)都市計画事業費

(6)海岸保全施設費

(7)社会福祉・老人福祉施設費

(8)その他の建設事業費

６ 追加財政需要

包括算定経費（県分）のうち人口に応じて算定する経費

• 地域文化芸術推進基本計画の策定、文化行政の総合調整及び推進、地方芸術文化振興・団体、地域文化財・
歴史的遺産活用による地域おこし、地域の劇場、音楽堂等の育成・活用

• スポーツ活動の参加促進及びスポーツ情報の提供、地域スポーツクラブの育成及び指導者育成
• 地域間交流対策

行政事務内容
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■ 地方交付税総額の６％に相当する額
（地方交付税法第６条の２）

１．総額

■ 普通交付税の補完的機能（地方交付税法第15条）

２．役割

■ 年２回に分けて交付
（地方交付税法第15条、第16条）

３．交付時期

＜第１回＞ 12月に交付（総額のおおむね1/3以内）

＜第２回＞ ３月に交付

○ 基準財政需要額の算定方法によっては捕捉

  されなかった特別の財政需要があること

例）地域医療（公立病院等）、地域交通（地方バス・

離島航路等）、文化財保存、消防救急関係 等

○ 普通交付税の額の算定期日後に生じた災害等

  のため特別の財政需要があり、又は財政収入の

  減少があること 等

例）災害関係（地震・台風・豪雨等）、除排雪関係 等

４．特別交付税総額

※ 個別の算定項目等については、省令に規定

【令和５年度】

11,017億円（当 初）

11,322億円（補正後）
※令和５年度補正予算において305億円を増額

【令和６年度】

        11,200億円 (予算額）

（対前年度比（当 初） ＋1.7％、＋184億円）

（対前年度比（補正後）▲1.1％、▲122億円）

特別交付税制度の概要
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・ 災害応急・復旧対応に要する経費

※ 災害復旧事業費の一定割合、り災世帯数等×単価により算定

・ 災害廃棄物（がれき等）の処理に要する経費

・ 被災地への応援職員に要する経費 など

・ 除排雪に要する経費

・ 高齢者等の雪下ろし支援に要する経費

・ 鳥インフルエンザの蔓延防止等に要する経費

・ 口蹄疫の蔓延防止等に要する経費

・ 活動火山対策（降灰除去等）に要する経費 など

・ 公立病院の経営に要する経費

※ 繰出金の額・病床数等に応じて算定

・ 医師派遣に要する経費

・ へき地医療に要する経費 など

・ 高速道路等における救急に要する経費

・ 消防団員の確保に要する経費

など

・ 地方バスの運行維持に要する経費

・ 地域鉄道の支援に要する経費

・ 離島航路、離島航空路の運行維持に要する経費 など

特別交付税の主な対象項目及び具体例

○ 特別交付税は、普通交付税の画一的な算定方法では捕そくできない特別の財政需要を対象とする。

○ 具体的な対象項目（主なもの）は以下のとおり。

１．災害関連項目

２．除排雪関係項目

３．災害類似項目

４．地域医療関係項目

５．消防救急関係項目

６．地域交通関係項目

特別交付税の算定対象項目について（主な項目）※市町村分
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特別交付税の主な対象項目及び具体例

・ 不採算地区の上水道事業高料金対策に要する経費

※ 自然環境等により建設改良費が割高となる地域を対象

・ 簡易水道事業の統合推進に要する経費

など

・ 地域おこし協力隊に要する経費

・ 定住自立圏構想の推進に要する経費

・ 移住・定住のための相談窓口・コーディネーターの設置

等に要する経費

・ 空き家対策（空き家データベースの作成・利活用の

ための改修等）に要する経費 など

・ 個人番号カードの多目的利用（住民票のコンビニ交付

等）に要する経費

・ 自治体情報システムのクラウド化に要する経費

など

・ ４月２日以降に中核市に移行した団体に対する普通

交付税措置（中核市割増分）の代替措置 など

※ 普通交付税の算定期日は４月１日であり、普交算定に

    反映できない経費（４月２日以降の移行）について、
    特別交付税で算定することとしている。

・ 有害鳥獣の駆除・処分等に要する経費

・ 文化財の保護・発掘調査等に要する経費

・ 小・中学校の遠距離通学対策（通学費補助等）に

要する経費 など

７．公営企業関係項目

８．地方創生関係項目

９．行政システム関係項目

１０．普通交付税の算定を補完する項目

１１．その他の項目

特別交付税の算定対象項目について（主な項目）※市町村分
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地域おこし協 力隊について
 都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊
員は、一定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援
などの 「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組。

○実施主体：地方公共団体 ○活動期間：概ね1年以上3年以下
○地方財政措置：＜特別交付税措置：R6＞
・地域おこし協力隊員の募集等に要する経費：300万円／団体を上限
・「おためし地域おこし協力隊」に要する経費：100万円／団体を上限
・「地域おこし協力隊インターン」に要する経費：団体のプログラム作成等に要する経費について100万円／団体を上限 等
・地域おこし協力隊員の活動に要する経費：520万円／人を上限(報償費等：320万円、その他活動経費：200万円) 
・地域おこし協力隊員の日々のサポートに要する経費：200万円／団体を上限
・地域おこし協力隊員等の起業に要する経費：任期2年目から任期終了翌年の起業する者１人あたり100万円上限
・任期終了後の隊員が定住するための空き家の改修に要する経費：措置率0.5
※このほか、JETプログラム参加者等の外国人住民に対し、地域おこし協力隊の取組の理解を深め、採用につなげる自治体の取組（200万円／団
体を上限）や、外国人の隊員に必要なサポートに要する経費（100万円／団体を上限）について、R６から新たに道府県に対し特別交付税措置

地域おこし協力隊導入の効果
～地域おこし協力隊・地域・地方公共団体の「三方よし」の取組～

地域おこし協力隊

地 域 地方公共団体

○自身の才能・能力を活かし
た活動
○理想とする暮らしや生き甲
斐発見

○斬新な視点
（ヨソモノ・ワカモノ）
○協力隊員の熱意と行動力が
地域に大きな刺激を与える

○行政ではできなかった
柔軟な地域おこし策
○住民が増えることによる
地域の活性化

隊員の約4割は女性 隊員の約7割が
20歳代と30歳代

隊員数、取組自治体数等の推移 ⇒ 令和８年度に10,000人を目標

・ 制度創設以来、R4末までに任期
終了した隊員については、およそ65%、
・ 直近５年に任期終了した隊員につ
いては、およそ70%

が同じ地域に定住※R5.3末調査時点

年 度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

隊員数 89人 257人 413人 617人 978人 1,629人 2,799人 4,090人 4,976人 5,530人 5,503人 5,560人 6,015人 6,447人 7,200人

自治体
数 31団体 90団体 147団体 207団体 318団体 444団体 673団体 886団体 997団体 1,061

団体
1,071
団体

1,065
団体

1,085
団体

1,116
団体

1,164
団体

※ 隊員数、自治体数は、総務省の「地域おこし協力隊推進要綱」に基づくもの（いずれも特別交付税算定ベース）。
※ 平成２６年度から令和３年度の隊員数は、名称を統一した旧「田舎で働き隊(農水省)」の隊員数を含む。
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長野県塩尻市 竹内 桜咲子

【年 齢】
24歳
【出身地】
福岡県那珂川市
【転出元】
福岡県那珂川市
【前 職】
漆器製造会社勤務
【活動時期】
R5.10～（1年目）

・もともと漆器に興味があり、伝統工芸の専門学校（専
攻：漆工芸）に進学し、漆器職人を目指していた。
・専門学校時代に塩尻市の漆器工房にインターンシップで
訪れており、当時から木曽漆器に興味を持っていた。
・前職の漆器産地は徹底した分業制だったこともあり、職
人として下地から仕上げまでの技術習得をしたいという
思いから、別の産地での修業を検討していた。
・漆器の魅力を同世代に広めていきたいという思いがある。

活動期間中は、師匠となる産地の熟練職人から漆塗り
技術を学び、漆器製造の一連の基本技術を身に付けるべ
く研鑽を積んでいきたい。また、日々の活動や木曽漆器に
関連する情報発信を通じて、木曽漆器の認知度向上や同
世代へのPR役割を担っていきたい。
任期後も定住し、一人の木曽漆器職人として産地の仕
事をしながら自分の作品も作っていくことで、産地の後継者
となることを目指す。

協力隊に応募したきっかけ

今後の抱負・任期後の目標

活動内容基本情報

●国指定伝統的工芸品「木曽漆器」の技術習得
 

●木曽漆器の認知度向上のための情報発信

・日々の修業の様子をSNS発信で情報発信
・漆器の製造工程や技術を紹介する動画制作

●地場産業振興のためのPRイベント参加

・市のブランド発信のための県外イベント等に参加
し、漆塗りの実演や来場者に木曽漆器の魅力を伝
えるアテンド等を行う予定

 

※画像はイメージです

木曽漆器産地の「職人の高齢化」「後継者不足」
「技術継承」といった課題解決のため、産地の卓越し
た技術を持つ熟練職人のもとで、下地から仕上げまで
一連の漆器製造技術の習得を目指す

14
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◆ 招致国別の内訳

◆ 職種別内訳

JETプログラム：外国青年を日本に招致、地方自治体等が小中高校での外国語教育・自治体での国際交流業務に活用するプログラム
⇒令和６年で設立38年：

累計で世界80か国から約７万9千人（令和６年時点）の外国青年を招致する世界最大規模の人的交流プログラム
⇒小学校での英語教育早期化やインバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等の業務などに有為な人材を供給

（２）地方財政措置

※ プログラムコーディネーターとは、ＪＥＴ参加者の地域における生活や、地域における交流活動、
教育委員会や各学校現場、国際交流部局における活動に関する連絡調整の円滑化を支援

     する人材をいう。（Ｈ28～ 特別交付税措置（市町村分））

＜業務内容例＞

・JET参加者が日常生活を送る上で必要な情報の提供や相談
・緊急事態（病気、事故等）への対応支援
・JET-ALTと教育委員会担当者や学校との連絡調整の支援

◆ 都道府県

◆ 市町村

（金額は令和６年度）

• ALT（Assistant Language Teacher：外国語指導助手） ：5,373人
⇒ 教育委員会や学校で、外国語教員等の助手として職務に従事

• CIR（Coordinator for International Relations：国際交流員） ：479人
⇒ 地方公共団体の国際交流担当部局等で国際交流活動に従事

• SEA（Sports Exchange Advisor：スポーツ国際交流員） ：9人

⇒ スポーツを通じた国際交流活動に従事

・地方自治体におけるＪＥＴ参加者の任用に要する経費

（報酬・旅費など）について、普通交付税措置
（標準団体（人口170万人）の場合、約2億5千万円（JETプログラム

コーディネーター※に係る経費の地方交付税措置含む。））

・私立学校におけるJET参加者の雇用に係る都道府県の

助成経費について、特別交付税措置
（算定：地方単独事業で一人上限602万円×0.5）

・地方自治体におけるＪＥＴ参加者の任用に要する経費

（報酬・旅費など）について、当該団体のＪＥＴ参加者数
に応じた額を普通交付税措置
（標準団体（人口10万人）の場合、120万円＋JET参加者数×482万円）

・JETプログラムコーディネーター※に係る経費について、

特別交付税措置
（算定：地方単独事業で直接要する経費×財政力補正係数×0.5）

ＪＥＴプログラム（ ”The Japan Exchange and Teaching Programme” ）

（1）令和６年度の状況
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アメリカ合衆国,

3,002

英国,

741

カナダ,

548

フィリピン,339

オーストラリア,287

ニュージーランド,182

南アフリカ, 181

アイルランド,120
中国, 69

トリニダード・トバゴ, 69

シンガポール, 59
ジャマイカ, 45

韓国, 45 
その他, 174

（総数5,861人）



ＪＥＴプログラム実施の仕組み（総務省・外務省・文部科学省・自治体国際化協会）

※地域における国際化を支援・推進する
ための地方公共団体の協同組織として
昭和６３年７月に設立。

参加者の募集・選考（面接等）

帰国後のJETプログラム
参加者の支援

（一財）自治体国際化協会（CLAIR）※

において、地方公共団体等の要望に
応じて、参加者をあっせん

在外公館要望

配置

参加者の任用（※）

文部科学省 総務省 外務省

連
絡
調
整

連
絡
調
整

オリエンテーション・研修

（※）参加者の任用期間について
・原則として１年間
・任用団体により必要な能力を有すると認められる者は３年間までの参加が可能
・任用団体により勤務実績等が特に優れていると認められる者は最長５年間の参加が可能

地方公共団体等

海外地方

参加

制 度 の 企 画 ・ 立 案
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ＪＥＴプログラムの一層の活用（令和６年８月20日付け総務省・外務省・文部科学省事務連絡）

ＣＩＲ（国際交流員）について （令和６年度：254自治体等が任用、34か国、479人）

・高い日本語能力（N２以上）を有する人材を選考し、
これまで国際交流関係事務、地域住民の異文化理解の
ための交流活動等の業務に従事

・近年では、インバウンド対策や海外販路開拓、多文化共生等の
業務分野においても従事するケースも出てきており、
 「デジタル田園都市国家構想基本方針」（令和４年６月７日閣議決定）

等を踏まえ、一層の活用

ＳＥＡ（スポーツ国際交流員）について （令和６年度：４自治体が任用、５か国、９人）

・東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、スポーツを通じた国際交流が注目されていることから、
一層の活用

ＡＬＴ（外国語指導助手）について（令和６年度：915自治体等が任用、26か国、5,373人）

・小学校・中学校・高等学校の外国語活動や外国語科の授業等で活躍するほか、
地域の国際交流活動にも貢献

盆栽の魅力を英・日で発信し
インバウンド誘致に取り組む

イギリス人ＣＩＲ（埼玉県さいたま市）

・学習指導要領や第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）等を踏まえ、
一層の活用

海外の旅行会社との商談会に臨む
カナダ人ＣＩＲ（兵庫県豊岡市）

・学校や地域の現場でどのような活動を通じて外国語教育の充実と国際交流の
進展を図り、相互理解の増進や地域の国際化に貢献しているかについて取り
まとめた「ＪＥＴプログラム外国語指導助手（ＪＥＴ-ＡＬＴ）活動事例集」を令和５年
７月に公表し、ＡＬＴの更なる活用や新規採用、ＡＬＴによる新たな活動の創出等
に活用

ＪＥＴプログラム外国語指導助手（JET-ALT）
活動事例集の内容の抜粋

○ ＪＥＴプログラムの一層の活用を促すため、ＪＥＴの活用方策について、３省連名で自治体に周知
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○ 既に外国人の地域おこし協力隊員として、約150名が活躍中（ＪＥＴ経験者含む）。
○ 外国人ならではの目線を活用した情報発信、起業、インバウンドの受入れ等により外国籍の隊員の取組は高い
評価を得ており、地域おこし活動に外国人を活用することの意義は大きい。

鉱山社宅を利用した県内最高評価のゲス
トハウス運営レハン・ネルさん（南アフリカ出身・兵庫県朝来市）

・札幌市でALTとして勤務したのち、姫路市のALTで
あった双子の兄とともに地域おこし協力隊として朝来
市へ移住した。
・朝来市が改修した鉱山社宅を利用し、ゲストハウス
を運営。五右衛門風呂などのレトロな暮らしを体験
でき、予約サイトにおいて県内で最も高い評価を得る
ゲストハウスのひとつとなっている。
・写真撮影の腕を活かして制作したPR動画も注目を
集めた。
・任期終了後も朝来市で暮らすことを希望している。

外国人目線での地域資源の発掘と観光
誘客 ベサニー・ジョンソンさん（カナダ出身・徳島県）

・佐那河内村でのALTの経験から、地域の魅力を海外
に向けて発信することに携わりたいと思い、県の地域お
こし協力隊に応募した。
・外国人目線で徳島県西部圏域の魅力を掘り起こし、
海外に向けて情報発信を行うほか、ALTの経験を活
かした観光イベント等での通訳業務や、FAMトリップの
アテンドなどで活躍している。
・任期終了後も日本の情報を海外に発信する仕事を
続けていきたいと考えている。

外国人の地域おこし協力隊の状況
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【事例】
愛媛県

自転車新文化推進の取り組み例
21



自転車は、買い物や通勤、通学といった移動手段だけでなく、

健康と 生きがいと 友情を もたらしてくれる。

自転車新文化 の考え方

愛媛県 自転車新文化推進課
（英語表記）Cycling Life-Style Promotion Division
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どういうきっかけで、始まったか。

はじめに

■22年12月 中村知事就任（しまなみ海道を世界に情報発信）
■23年11月 知事が台湾ＧＩＡＮＴ社 劉金標会長と面談

⇒「自転車新文化」の考え方を聞く
■24年 5月 台湾ＧＩＡＮＴ社 劉会長が瀬戸内しまなみ海道をサイクリング

⇒「まさにサイリングパラダイス」と最大級の賛辞
■25年 9月 知事としまなみ海道サイクリング

⇒県内市町長、県議会議員、県幹部職員ほか
■25年10月 サイクリングしまなみ プレ大会（初の高速道路を通行規制した大会）
■26年 7月 知事と経済界サイクリング in  しまなみ海道
■26年10月 サイクリングしまなみ2014
■27年 4月 県庁に自転車新文化推進室を創設
■28年 3月 愛媛県自転車新文化推進協会 設立
■28年10月 サイクリングしまなみ2016
■29年 5月 自転車活用推進法の施行
■30年 4月 自転車新文化推進課に格上げ
■30年10月 サイクリングしまなみ2018
■31年 ３月 愛媛県自転車新文化推進計画（H31～R4）策定
■R元年11月 しまなみ海道がナショナルサイクルルートに第一次指定
■R2年10月 サイクリングしまなみ2020（中止）・・・新型コロナの感染拡大を受け判断
■R4年10月 サイクリングしまなみ2022 開催
■R5年度 第二次愛媛県自転車新文化推進計画 （R5～R８）策定
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１．自転車新文化推進のための主な施策

おもてなし態勢の整備

自転車利用の普及・拡大
県民みんなが作り・育てる

サイクリングパラダイス

・愛媛マルゴト自転車道
・乗り捨て可能なレンタサイクル
・休憩施設（サイクルオアシス）
・サイクルレスキュー
・サイクルトレイン、サイクルバス
・きめ細かな情報提供・えひめFreeWi-Fiの整備
・サイクリングガイド等の人材養成 etc.

自転車県としてのブランド化

サイクリストにとって
特別な場所へ

・「サイクリストの聖地」しまなみ海道での
国際サイクリング大会の定期開催
・ナショナルサイクルルートの設定
・四国一周サイクリングルートの設定
・おもてなしサポーター制度 etc.

・「愛媛サイクリングの日」の創設
・女性、シニア、ファミリー層への普及啓発

女性サイクルユニットによる情報発信
アクティブシニアスポーツ自転車体験会
子ども向けサイクルスクール
自転車通勤の促進

・タンデム自転車の走行
・自転車競技の開催による魅力発信 etc.

愛媛の自転車が熱い
国内外から観光客を誘客し交流人口を拡大

自転車の安全利用
誰もが安心・安全に自転車利用

シェア・ザ・ロードの啓発・拡大
・自転車安全利用促進条例の浸透
・自転車安全利用セミナー
・高校生・外国人等の自転車利用マナーアップ
・思いやり1.5ｍ運動（ドライバーの配慮）
・ヘルメット着用の推進
・自転車保険加入促進 etc. 
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自転車県としてのブランド化
２.１.1 ブランド力の向上と魅力発信

■サイクリングしまなみ2022
開催日：４年10月30日（日） 参加者：国内外の6,371人
（国内：46都道府県、海外：33の国と地域から180人）
大会コース：８コース
交通規制：しまなみ海道本線

         区間は、今治ＩＣ～向島ＩＣ 上下線
期間は、最大6：00～12：00の6時間

■サイクリングしまなみ2018
開催日：30年10月28日（日） 参加者：国内外の7,215人
（国内：47都道府県 海外：26の国と地域から701人）

■サイクリングしまなみ2016
開催日：28年10月30日（日） 参加者：国内外の3,539人
（47都道府県、海外は9の国と地域から251人、今後２年ごとに開催）

■サイクリングしまなみ2014
開催日：26年10月26日（日） 参加者：国内外の7,281人
（国内：46都道府県 海外：31の国と地域から525人）

高速道路や瀬戸内の美しい島々を舞台に行うサイクリング大会

○サイクリングしまなみの特徴
■高速道路を走行するサイクリング大会
■世界有数のサイクリングコースを使ったイベント
■しまなみ海道の絶景を堪能する多彩なコース設定
■瀬戸内の島ならではの「おもてなし」
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自転車県としてのブランド化
2.1.2 台湾との交流ほか

瀬戸内しまなみ海道のブランド力向上と台湾との交流人口拡大のため、26年10月
25日に台湾・日月潭サイクリングコースとの姉妹自転車道協定を締結

○台湾・日月潭と瀬戸内しまなみ海道との姉妹自転車道協定締結

姉妹自転車道協定調印式（26年10月25日)

サイクリストの聖地碑（多々羅しまなみ公園）

○愛媛県と台中市 国際交流覚書締結

○商標登録
■「サイクリストの聖地（平成28年8月19日）」
■「サイクリングパラダイス（平成28年7月1日）」

○愛媛県と台北市 国際交流促進覚書締結
28年5月18日に覚書を締結し、国際交流活動を協力して取り組む分野として、
「愛媛マルゴト自転車道と台北市全自転車道を核としたサイクリング分野における
相互交流」を掲げた。

○愛媛県自転車新文化推進協会と台湾自行車新文化基金會との
友好交流協定の締結
29年3月9日に、四国一周、台湾一周のサイクリングを核にしたサイクリング交流を拡
大・発展させるために交流協定に調印した。

29年6月1日に覚書を締結し、国際交流活動を協力して取り組む分野として、「サイ
クリングを通じた相互交流」を掲げた。
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自転車県としてのブランド化
2.1.3 しまなみ海道のPR効果

レンタサイクルの貸出台数は、
 自転車通行料金の無料化
 CNNで世界７大サイクリングコースの１つとして紹介
 台湾のサイクリングコースと姉妹自転車道協定の締結
等の効果もあり、H29年度はH22年度の約３倍に増加
※H30年度推計値

33万人のサイクリストが来訪
しまなみ海道の自転車通行料金の無料化は、令和８年3月
末まで延長

○瀬戸内しまなみ海道のレンタサイクル貸出台数
◇うち外国人の占める割合

台数 前年対比

台湾 2,749 1.24
オーストラリア 2,217 1.56
アメリカ合衆国 2,172 1.40
フランス 1,933 1.41
香港 1,907 1.03
イギリス 1,889 1.92
ドイツ 1,504 1.79
オランダ 1,057 1.40
カナダ 974 1.77
中国 825 0.92
シンガポール 560 1.28
スイス 544 1.13
韓国 150 0.50
その他 5,066

国　　名
2019

台数 前年対比

アメリカ合衆国 868 12.96
オーストラリア 677 37.61
ドイツ 384 32.00
カナダ 357 39.67
イギリス 315 15.75
台湾 299 49.83
フランス 252 7.41
シンガポール 190 190.00
オランダ 187 23.38
香港 175 175.00
スイス 83 11.86
韓国 52 0.00
中国 34 1.17
その他 1,076

2022
国　　名

◇国別の状況
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アメリカのCNNテレビ 旅行情報サイトで『世界で最も
すばらしい７つの自転車道』の１つとして紹介(H26.5)

自転車県としてのブランド化
2.1.3 しまなみ海道のPR効果
○ＣＮＮテレビで世界７大サイクリングルート

の一つに選定

○ロンリープラネット社のガイドブックで
世界５０選の一つに選定（H28.10）

世界的に有名な豪の旅行ガイド本会社ロンリープラネット
の「世界の魅力的なサイクリングルート５０選」のガイドブック
に、日本で唯一瀬戸内しまなみ海道が掲載
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○トリップアドバイザーでの紹介
（旅好きが選んだ！日本の展望スポット2017）

■平成29年3月16日
日本の展望スポットを実際に訪れた旅行者の口コミ
を元に集計し、ランキング形式で発表されたトリップア
ドバイザー「旅好きが選んだ！日本の展望スポットラ
ンキング2017」において、全国の展望名所（東京タ
ワー、東京スカイツリー等）のなかで瀬戸内しまなみ
海道の展望名所「亀老山展望公園」が２位にランキ
ングされた。

○楽天トラベルランキングで１位
 （自転車旅のススメ！サイクリストに人気の旅行先ランキング）
■平成29年4月27日
旅行予約サイト「楽天トラベル」は、サイクリストに人気
の旅行先ランキングを発表し、「今治・しまなみ海道」が
１位にランキングされた。（さらに尾道・福山・しまなみ
海道が３位、松山・道後が10位）
〔「サイクリスト旅行」に関する調査概要〕
■調査日 29年3月1日（水）
■調査対象 「サイクリング」「サイクリスト」のキーワードを含む
宿泊プランの宿泊人泊数（国内宿泊、ANA楽パック、JAL楽
パック、インバウンド）
■対象期間 28年3月1日(火)～29年2月28日(火)

自転車県としてのブランド化
2.1.3 しまなみ海道のPR効果
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自転車県としてのブランド化
2.1.3 しまなみ海道のPR効果

GLAMPROOKしまなみ

ぽんぽこ茶屋

しまなみVILLA蒼

TARUBI

ゲストハウス南風荘

モアナ

結乃屋MITSUBACHI

ゲストハウス＆カフェ千和

Guesthouse KUME

Guesthouse Yadokari

Ms'plazzo Shimanami

のんびりや

ソルトハウス

オカムランしまなみ御殿

農家民宿しまなみの小さな家

I-LINK HOSTEL & CAFE SHIMANAMI

WAKKA

さかりば

大三島素泊まり茶房トマリギ

guesthouse ファーモア

農家民宿ととのか

Incense Beachfront Villa

OHANA in 御島

Co-Living & Cafe SANDO

Auberge Yugashira ＆Le Miel Dore

海soraアネックス

大三島ブリュワリー

Cafe Shozan

Bistro payzan

石のカフェ

みやくぼしまのダイニング

友浦サイト

海の家魚蔵

Cafe un fil

Filer

喫茶インディゴ

しまなみコーヒー

ミニキッチンいえろー

農家リストランテVe.G.I

ピットイン

猪骨ラーメン

大三島みんなのワイナリー

OMOROcafe

歩歩海Bubuka

しまなみ海道（大島、伯方島、大三島）へ新規出展状況
（宿泊施設・飲食店）

人 対県比 人 対県比 人 対県比 人 対県比

今治市 443 23.2% 685 27.8% 869 17.7% 1,335 18.6%

上島町 42 2.2% 46 1.9% 52 1.1% 56 0.8%

県全体 1,909 2,460 4,910 7,162

人数
元年度 2年度 3年度

人数
4年度

人数 人数

0
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800

1000

1200

1400

1600

元年度 ２年度 ３年度 ４年度

しまなみ沿線への移住者推移

今治市 上島町

2023/6/1 推計
人 対県比

今治市 145,508 11.2%

上島町 6,190 0.5%

県全体 1,294,925

人口
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○第１次ナショナルサイクルルート（R1.11.7指定）
名 称 延 長 起終点及び経過地

つくば霞ヶ浦りんりんロード 176㎞ 自：茨城県桜川市 JR岩瀬駅
至：茨城県潮来市 水郷潮来バスターミナル

ビワイチ 193㎞ 自：滋賀県大津市 瀬田唐橋
至：滋賀県大津市 瀬田唐橋
（琵琶湖岸一周（反時計回りの一方通行））

しまなみ海道サイクリングロード 70㎞ 自：広島県尾道市 JR尾道駅
至：愛媛県今治市 サンライズ糸山

○第２次ナショナルサイクルルート（R3.5.31指定）
名 称 延 長 起終点及び経過地

トカプチ400 403㎞ 自：北海道帯広市 JR帯広駅
至：北海道帯広市 JR帯広駅
（帯広市を起終点とし上士幌町から大樹町までを８の字で結んだルート）

太平洋岸自転車道 1,487㎞ 自：千葉県銚子市 銚子駅
至：和歌山県和歌山市 加太港

富山湾岸サイクリングコース 102㎞ 自：富山県氷見市脇
至：富山県朝日町境

自転車県としてのブランド化
2.1.４ ナショナルサイクルルートの指定

◆日本を代表し、世界に誇りうるサイクリングロードについて、 国内外へPRを図る
ことを目的に国が制度を創設（R1.9.9）
◆指定要件の「ルート設定」、「走行環境」、「受入環境」、「情報発信」
「取組体制」の５つの観点から第三者委員会で審査
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注意喚起ピクト
注意喚起標識

距離標

距離方向
ピ ク ト

観光案内板

休憩所(ﾎﾟｹｯﾄﾊﾟｰｸ) ラック型駐輪施設
(間伐材)

ブルーライン

○愛媛マルゴト自転車道の整備内容

○新規整備箇所で、1.0ｍ以上の広幅路肩を設置

県内各地のサイクリングコースを動画や
マップで紹介。サイクリストがコース評
価やお勧めスポットを投稿できる参加型
のサイト及びアプリ

○愛媛マルゴト自転車道サービスサイト

○サイクリストに安全な走行区間を！ ～路肩の拡幅～
○幅員を再配分し、路肩を1.0ｍ以上に拡幅

トンネル内装板

おもてなし態勢の整備
2.2.1 愛媛マルゴト自転車道の推進
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○レンタサイクル

ジャイアントストア今治

中央レンタサイクルターミナル
（サンライズ糸山）

レンタサイクルショップ
「ｓｔｒａｄａ」

道の駅 みま

道の駅 みなとオア
シス八幡浜みなっと

道の駅 虹の森公園まつの

愛南町観光協会

大洲まちの駅
あさもや

せとうち交流館

○サイクリストの休憩施設 サイクルオアシス

○トラブル発生時の強い味方「サイクルレスキュー」
○自転車チューブ
自動販売機

パンク時に必要なタイヤチュ
ーブを自動販売機で販売

○公共交通機関等での主なサービス

【松山空港】手ぶら観光サービス
自転車梱包用段ボール預り
サイクルステーション
更衣室

【松山観光港】道後温泉手ぶら観光便
【東予港】船内荷物預かりサービス

サイクルステーション
【ＪＲ四国】輪行袋レンタルサービス

手ぶら観光サービス

レンタサイクルの拠点は県内68か所
しまなみ海道及び佐田岬はどのサイ
クルステーションでも乗り捨て可能

【概要】サイクリストのための休憩施設
空気入れ、水、トイレ、ベンチ（休憩設備）及び情報を無償提供し、
地域と 交流できる施設
※平成２３年度にしまなみエリアから整備が始まり、現在、県内全域で
サイクリスト向け休憩所の整備を進めている。

サイクリング中のトラブル時の応急処置や搬送（有償または無償）
などに協力してくれる施設。
それぞれの本来業務、専門性、特技などを活かした、可能な範囲
での対応をお願いし、多くの店舗や施設などの協力で実施。

おもてなし態勢の整備
2.2.2 受入れ環境の充実
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JR四国、伊予鉄道と連携し、自転車を電車に直接持ち込むことができる
サイクルトレインを運行
○えひめ・しまなみリンリントレイン
（JR予讃線 松山駅～今治駅～西条駅 混乗試験）
○JR予土線（宇和島駅～窪川駅（高知県））混乗試験
○サイクルトレイン愛ある伊予灘号（JR予讃線 松山駅～大洲駅）
○伊予鉄道サイクルトレイン（郊外電車３路線 土日祝）

○サイクルトレイン

○サイクルバス
○ジェイアール四国バス：なんごくエクスプレス号（松山～高知）

輪行可能、久万高原線で運行
○伊予鉄道：松山～三崎特急線、面河線で運行

解体せずに自転車を積載できる専用バスの開発

○サイクリングガイドの養成
• サイクリング観光客をサポートするガイドを養成するため、「サイクリング
ガイド養成講習会」を開催

• 全国共通の資格者の養成（H27～R元）
（公財）日本サイクリング協会公認ガイド 26名
（一社）日本サイクリングガイド協会クラス認定 23名

• 地域実情に対応した愛媛県版サイクリングガイドクラス認定制度導
入（R2年度～）
クラス認定者：84名

• サイクリングガイドとして県内サイクリングやイベント等の業務に招聘

◇今後は、サイクリングガイドの裾野の拡大・レベル向上とともに、活用
体制の構築を図る。

座学講習

おもてなし態勢の整備
2.2.3 二次交通等の充実 2.2.4 おもてなし人材の育成
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サイクリストの聖地「しまなみ海道」からE-BIKEの魅力を発信し、
E-BIKEでの新しいサイクリングライフを提案するプロジェクト
「E-BIKEアクションしまなみ」を始動。（R元.7.3発表）

Ｅ－ＢＩＫＥアクションしまなみ

◆車で行けない場所も小回りの利くE-BIKEであれば、
⑤″細い道や路地も楽しく散策、地域の魅力を再発見“

◆サイクリングに興味があっても踏み出せなかった
①″体力に自信のない人、運動習慣がない人でもラクラク、楽しくサイクリング“
②″手軽に運動、気分転換もできて心身ともにリフレッシュ“

◆グループで走るとペースが合わず一緒のサイクリングをあきらめていた方たちも、
体力差を補えるから、

③″ご夫婦やカップル、職場のグループでもサイクリングが共通の趣味に“

◆今まで行けなかった難易度の高いルートへもチャレンジできるため、
④″体力に自信がなくても激坂にチャレンジ！登った先の絶景を満喫“

「 E - B I K E ア ク シ ョ ン し ま な み 」 魅 力 発 信 ポ イ ン ト

携連

自転車利用の普及・拡大
2.3.3 Ｅ－ＢＩＫEえひめの推進
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Setouchi vélo協議会について

◆瀬戸内地域及びその周辺地域を、環境に配慮し安全で快適な、世界にも認められる
「サイクリングの推進エリア」に育てることにより、瀬戸内地域等のブランド価値の向上
を図り、持続的な地域振興を実現することを目的として、令和４年10月に設立。

サイクリングのネットワーク化

構成団体 兵庫県、岡山県、広島県、山口県、鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
（順不同） 近畿地方整備局、中国地方整備局、四国地方整備局、近畿運輸局、神戸運輸監理部、

中国運輸局、四国運輸局、中国経済産業局、四国経済産業局、中国経済連合会、
四国経済連合会、一般社団法人せとうち観光推進機構、
一般社団法人四国ツーリズム創造機構、本州四国連絡高速道路株式会社

瀬戸内地域に存する多数のサイクリングルートを
「Setouchi Veloルート」として行政境界を越えて
ネットワーク化し、瀬戸内地域等が広域に連携した
サイクリングエリアとなることを目指す。

サイクリングの推進エリア化
瀬戸内地域を「日本屈指のサイクリングの推進エリア」として
国内外にPRできるよう、「シェアザロード」を推進するとともに、
老若男女問わず幅広い層がサイクリングを楽しめるよう、
E-BIKEの普及・促進を推進する。

国内外への情報発信
世界に誇るサイクリングルートを有する瀬戸内地域等を国内
外に向けて発信するため、マップやHPの活用やメディア、
DMOとの連携、キャラバンの実施など、各種活動を展開する。

Setouchi Velo HP
（スマートフォンアプリでのナビ機能を導入）

今治ミーティングの開催
（令和５年４月26日） 37



東京都
レインボーライド

６千人規模の
日本最大のファンライド
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○ 地方自治体において、文化を活用した観光や地域活性化は、必ずしも
「文化行政担当課」「観光担当課」のみが行っているわけではない

※ 移住担当や地域振興担当、地域コミュニティー担当が事業を行う例も多数
※ 食文化は農林水産部局、伝統産業は産業振興部局など

○ ただし、各々の部局がそれぞれの文脈で事業を行っており、同一自治体の
中で「文化戦略」として連携や総合調整が行われているケースは少ないのでは
ないか

○ また、特徴的な取り組みが行われているが、「手探り感」が強く、個々の
自治体で試行錯誤し、苦労している印象

○ 国ー都道府県ー市町村の従来型の業界所管行政とは異なる場合も多く、
国の施策が現場に伝わりにくい可能性も

○ それぞれ地域に根ざした文化を発信する取り組みのため、個別性が強く、
ノウハウの共有や横展開（を図る発想）が乏しいのではないか
活用できる国の施策を体系的に紹介することが有意義ではないか

個人的な見解
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